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65
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
た
平
成
25
年

度
介
護
保
険
料
額
の
確
定
通
知
書
を
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

４
月
以
降
の
年
金
か
ら
仮
に
算
定
し
た
保

険
料
を
納
め
て
い
る
人
に
は
、
平
成
24
年
中

の
所
得
が
確
定
し
た
の
で
、
正
式
な
介
護
保

険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

■
所
得
段
階
と
保
険
料
額 

　

所
得
段
階
は
、
市
民
税
の
課
税
状
況
や
所

得
状
況
に
応
じ
て
６
段
階
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

年
間
保
険
料
額
は
、
介
護
保
険
料
の
基
準

額
と
各
所
得
段
階
の
保
険
料
率
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。

 

■
特
別
徴
収
額
の
平
準
化 

　

特
別
徴
収
は
、
４
・
６
・
８
月
に
「
仮
徴
収
」

と
し
て
、10
・
12
月
・
翌
年
の
２
月
に
「
本
徴
収
」

と
し
て
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

仮
徴
収
す
る
保
険
料
額
は
、
原
則
と
し
て

前
年
度
２
月
期
と
同
額
に
な
り
ま
す
が
、
保

険
料
の
改
定
や
所
得
の
変
動
な
ど
に
よ
り
、

保
険
料
額
が
仮
徴
収
と
本
徴
収
と
で
大
き
な

差
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
市
で
は
、
保
険
料
額
が
で
き
る
だ

け
均
等
に
な
る
よ
う
に
８
月
か
ら
徴
収
す
る

保
険
料
額
を
調
整
・
変
更
し
て
い
ま
す
。

 

■
納
付
方
法 

　

特
別
徴
収
の
場
合
は
、
年
金
支
給
日
に
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
場
合
で
直
接
納
付
す
る
人
は
、

通
知
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
納
付
書
に
よ
り

窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
を
申

し
込
ん
で
い
る
人
は
、
納
期
限
日
に
振
り
替

え
ま
す
の
で
、
振
替
日
ま
で
に
残
高
を
確
認

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。（
金
融
機
関
名
、
口

座
番
号
な
ど
は
通
知
書
に
記
載
）

　

な
お
、「
特
別
徴
収
」
か
「
普
通
徴
収
」
の

い
ず
れ
の
納
め
方
に
な
る
か
は
、
年
金
支
給

額
な
ど
で
決
ま
り
ま
す
。

 

■
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す 

　

普
通
徴
収
の
場
合
の
み
、
納
付
方
法
を
口

座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。
変
更
を
希
望
す

る
場
合
は
、
振
替
口
座
の
預
金
通
帳
、
通
帳

の
届
け
出
印
、
保
険
証
を
持
参
し
て
、
税
務
課
・

各
支
所
市
民
生
活
課
・
各
連
絡
所
・
市
内
金

融
機
関
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い
る

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
を
対
象
に
、
施
設

な
ど
を
利
用
す
る
際
の
食
費
や
居
住
費
（
滞

在
費
）
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

 

■
軽
減
の
対
象
と
な
る
費
用 

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
へ
の
入
所
サ
ー

ビ
ス
お
よ
び
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
た
時
の
食
費
と
居
住
費
（
滞
在
費
）

で
す
。

　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
時
の
食
費
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

 

■
軽
減
内
容 

　

対
象
者
の
収
入
額
や
利
用
さ
れ
る
施
設
の

居
室
に
よ
っ
て
軽
減
内
容
は
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

■
負
担
額
を
軽
減
す
る
に
は 

　

市
に
申
請
を
し
て
「
介
護
保
険
負
担
限
度

額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と
印
鑑
を
持
っ

て
市
役
所
介
護
高
齢
課
介
護
保
険
室
ま
た
は

各
支
所
地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
室
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
申
請
し

た
月
の
初
日
か
ら
平
成
26
年
６
月
30
日
ま
で

と
な
り
、
毎
年
更
新
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
は
軽
減
の
対
象
に
な
っ
て
い

な
い
人
で
も
、
世
帯
の
課
税
状
況
が
変
わ
る

と
新
た
に
軽
減
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

 

■
認
定
証
を
交
付
さ
れ
て
い
た
人 

　

６
月
初
め
に
更
新
申
請
の
ご
案
内
を
し
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い

人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
度

介
護
保
険
料
額
の
確
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

●
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
保
険
税
係　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
２
３
、
２
２
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
課

平
成
25
年
度

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
の
お
知
ら
せ

　

●
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
　
介
護
高
齢
課
介
護
保
険
室

　
　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
６
２
、
３
６
３
）　

ま
た
は
各
支
所
地
域
福
祉
課


